
【 公 示 】 
 

令和５年１１月１日 

一般社団法人玉川青色申告会正会員の皆様へ 

一般社団法人玉川青色申告会 

代 議 員 選 挙 管 理 委 員 会 

委 員 長  齊 藤  利 夫 

 

「代議員選挙」及び「代議員候補者公募」実施の件 

 

 一般社団法人玉川青色申告会定款１３条及び代議員選挙規程に基づいて、代議員選挙及

び代議員立候補者の公募を下記のとおり実施することを公示します。 

 

記 

 

１．代議員選挙実施要領 

（１）被選挙人の資格     選挙が実施される年の４月１日時点の正会員 

（２）選挙人の資格      選挙が実施される年の４月１日時点の正会員 

（３）代議員の定数      各支部に割り当てられた数 ※１ 総数２１名 

（４）代議員の任期      ４年（令和６年度総会から令和９年度総会終了まで） 

 

２．代議員選挙スケジュール 

（１）立候補者受付期間    令和５年１１月１６日から令和５年１１月２２日まで 

（２）立候補者の資格審査   令和５年１１月２４日 立候補者名簿確定 

（３）立候補者名簿と投票用紙の発送   令和５年１１月２７日  

（４）投票期間        令和５年１２月 １日から令和５年１２月 ７日まで 

（５）投票会場        一般社団法人玉川青色申告会 事務局 

事務局所在地 世田谷区玉川２－１－１５ ３F 

（６）開票、当選人の確定   令和５年１２月１１日 

（選挙が実施されない場合は１１月２４日） 

（７）公示          ホームページ、会報  

 

 

 

 



３．立候補を希望される方へ 

（１）代議員に立候補できる方は、正会員です。 

（２）立候補を希望される方は、所定の立候補届出書に必要事項を記入して、受付期間中に 

事務局宛へご送付又はご持参願います。なお、郵送の場合は、受付期間内の日付の消

印のあるものを有効とします。 

（３）代議員選挙立候補届出書は、申告会事務局でお渡しいたします。 

事務局所在地 世田谷区玉川２－１－１５ ３F 

受付時間  午前１０時から午後３時まで （１２時から１時まで昼休み） 

 

◆「一般社団法人玉川青色申告会 代議員選挙規程」第８条に従い、立候補者の数が代議員

定数と同数またはそれ未満の場合は選挙を実施せず、全員を代議員とします。 

 

※１ 代議員選挙規程第４条に基づく各支部の定数表 

支 部 名 定  数 

第 １ 支 部 （奥沢、東玉川、玉川田園調布） ３ 名 

第 ２ 支 部 （等々力、尾山台、玉堤、野毛） ３ 名 

第 ３ 支 部 （深沢、駒沢、新町、桜新町） ３ 名 

第 ４ 支 部 （中町、上野毛、瀬田、玉川） ４ 名 

第 ５ 支 部 （用賀、玉川台、上用賀、鎌田、岡本、大蔵、宇奈根） ４ 名 

部会・管外支部 ４ 名 

 

～～～～～～～～～～～～～～～代議員選挙規程抜粋～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

※１ （定数）第４条 代議員の定数は、概ね各支部会員１００名につき１人とし別表の通りとする。 

 

別表 
第 １ 支 部 

第 ２ 支 部 

第 ３ 支 部 

第 ４ 支 部 

第 ５ 支 部 

 

 

選挙が実施される年の 

４月１日時点の正会員数 

 

 

有権者数によって代議

員の定数は決定する 

 

部会・管外支部   


